
様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 対象者名簿 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部健康課 

個人情報ファイルの利用目的 
健康増進計画策定のため市民アンケート調査対象者を抽

出するため 

記録項目 １氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５宛名番号 

記録範囲 市民アンケート調査対象者 

記録情報の収集方法 実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部健康課 

（所在地）朝倉市甘木１９８－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部健康課 

個人情報ファイルの利用目的 
住民健診の受診可否判断及び受診勧奨精密検査受診有無の追跡

等によるがん等疾病の早期発見、早期治療につなげるため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・年齢、６.国

籍・本籍、７.続柄、８.病歴、９.心身の機能の障害、１０.健康

診断の結果、１１.医師等の指導・診察等 

記録範囲 
各がん検診等（結核検診、肝炎ウイルス検査、基本健康

診査含む）受診者 

記録情報の収集方法 
本人、民間・私人（医療機関）、実施機関内、他の官

公庁（他市区町村） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

民間・私人（医療機関）、他の官公庁（他区市町村）、

システム保守管理業務委託事業者、集団健診等業務委

託事業者、クーポン券印刷業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部健康課 

（所在地）〒838-0068    

     朝倉市甘木198-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部健康課 

個人情報ファイルの利用目的 健診を行い、保健指導を行った内容を保存するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・年齢、６続

柄、７身体計測の結果、８診察結果、９相談内容、１０保護者

名、１１心身の機能の障害、１２健康診断等の結果、１３医師

等の指導・診察等 

記録範囲 乳幼児健康診査対象者及びその保護者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
他市区町村、児童相談所、システム保守管理業務委託

事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部健康課 

（所在地）朝倉市甘木１９８－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部健康課 

個人情報ファイルの利用目的 
妊産婦支援に係る健診結果、保健指導等の記録を管理

するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・年齢、６親

族関係、７婚姻歴、８家庭状況、９個人番号、１０職業・職歴、

１１病歴、１２心身の機能の障害、１３健康診断等の結果、１４

医師等の指導・診察等 

記録範囲 妊産婦・乳幼児 

記録情報の収集方法 
本人、民間・私人（医療機関）、実施機関内、他の官

公庁（他市区町村） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
民間・私人（医療機関）、他の官公庁（他区市町村）、

システム保守管理業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部健康課 

（所在地）朝倉市甘木１９８－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部健康課 

個人情報ファイルの利用目的 育児相談を行い、保健指導を行った内容を記録するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・６年齢、７続

柄、８親族関係、９婚姻歴、１０家庭状況、１１職業・職歴、１２

相談内容、１３病歴、１４心身の機能の障害、１５健康診断等

の結果、１６医師等の指導・診察等 

記録範囲 育児相談に参加した保護者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
他市区町村、児童相談所、システム保守管理業務委託

事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部健康課 

（所在地）朝倉市甘木１９８－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部健康課 

個人情報ファイルの利用目的 
対象者の把握、接種可否判断、接種歴の管理、予防接種健

康被害の調査と補償に関する事務のため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・年齢、６続

柄、７個人番号、８宛名番号、９病歴、１０心身の機能の障害、

１１医師等の指導・診察等、１２公的扶助、１３ワクチン接種記

録、１４口座情報 

記録範囲 予防接種者対象者、被接種者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
民間・私人（医療機関）、他の官公庁（他市区町村）、

システム保守管理業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部健康課 

（所在地）朝倉市甘木１９８－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 健康管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部健康課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定健康診査の受診可否判断及び受診勧奨精密検査受診有無の

追跡等による生活習慣病の早期発見、早期治療につなげるため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・年齢、６.国

籍・本籍、７.続柄、８.健康保険証番号、９.病歴、１０.心身の

機能の障害、１０.健康診断の結果、１２.医師等の指導・診察

等 

記録範囲 
国民健康保険被保険者で特定健康診査対象者及び受診

者 

記録情報の収集方法 
本人、民間・私人（医療機関）、実施機関内、他の官

公庁（他市区町村） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 

民間・私人（医療機関）、他の官公庁（他区市町村）、

システム保守管理業務委託事業者、集団健診等業務委

託事業者、受診券印刷業務委託事業者、受診勧奨業務

委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部健康課 

（所在地）〒838-0068    

     朝倉市甘木198-1 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 乳幼児健診の記録 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部健康課 

個人情報ファイルの利用目的 乳幼児健診の記録を保存し、継続した支援を行うため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・年齢、６続

柄、７身体計測の結果、８診察結果、９保健師、栄養士との相

談内容、１０保護者名、１１保護者の職業、１２保護者の生年

月日、１３姉弟の氏名と生年月日、１４予防接種の記録、１５

問診の内容、１６心身の機能の障害、１７健康診断等の結

果、１８医師等の指導・診察等 

記録範囲 乳幼児健康診査対象者及びその保護者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 他市区町村、児童相談所 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部健康課 

（所在地）朝倉市甘木１９８－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☑法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険被保険者の資格、介護度認定、保険料の賦

課・徴収、受給者管理、給付を行うため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７健康保険証番号、８個人番号、９介

護保険被保険者番号、10宛名番号、11収入状況、12公

的扶助、13介護保険料、14家庭状況、15主治医、16居

宅介護支援事業所、17口座情報、18心身の機能の障害 

記録範囲 第１号被保険者、第２号被保険者（介護認定された者） 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
福岡県国民健康保険団体連合会、システム業務委託事

業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険認定申請を受け付け及び情報入力するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７介護保険被保険者番号、８家庭状

況、９主治医 

記録範囲 介護保険認定申請者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 システム業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険第１号被保険者の保険料を賦課するため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３個人番号、４介護保険被保険者番

号、５宛名番号、６収入状況、７公的扶助、８介護保

険料納付状況、９口座情報 

記録範囲 第1号被保険者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 システム業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 収納・滞納管理システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
第1号被保険者の収滞納状況を管理するために利用す

る。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７宛名番号、８収入状況、９公的扶助、

10介護保険料収納状況、11家庭状況 

記録範囲 第1号被保険者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 収納・滞納管理システム業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護保険認定審査会支援システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護保険被認定申請者の要介護認定・要支援認定を行

うため。 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７介護保険被保険者番号、８家庭状況、

９主治医、10病歴、11心身の機能の障害、12医師の指

導・診察等 

記録範囲 介護保険認定申請者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内、民間・私人（主治医） 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
厚生労働省、福岡県国民健康保険団体連合会、システム

業務委託事業者 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 地域包括支援センターシステム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者の支援にかかる必要な個人情報を管理するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢、６続柄、７親族関係、８婚姻歴、９家庭環境、

１０職業・職歴、１１収入状況、１２公的扶助、１３

趣味・趣向、１４要介護度、１５病歴、１６心身の機

能の障害、１７医師等の指導・診察等 

記録範囲 介護保険被保険者で、支援を必要とする者 

記録情報の収集方法 
本人、民間・私人（民生委員、医療機関）、実施機関

内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
システム構築・保守業務委託業者、地域包括支援セン

ター業務委託事業所 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 敬老会システム 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部 介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 事業の対象となる者を抽出するため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５行政

区 

記録範囲 敬老事業の対象者 

記録情報の収集方法 実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 福岡県、敬老事業を行う区及びコミュニティ協議会 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 緊急情報（おたすけ）キット 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
配布対象者のリストを保管し、本人の同意を得た場合、消防署に情

報提供するため 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４電話番号、５生年月日・

年齢 

記録範囲 申請者、配布者 

記録情報の収集方法 本人、実施機関内 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
他の官公庁（消防署）、システム構築・保守業務委託

業者、地域包括支援センター業務委託事業所 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護予防ポイント事業 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部 介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
申請者情報やポイント換金状況等を入力し、登録や実

績の管理を行うため。 

記録項目 
１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５電話

番号、６介護保険証番号 

記録範囲 介護予防ポイント事業の申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

朝倉市菩提寺412-2 

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 



様式第１号（第２条関係） 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査ファイル 

市の機関の名称 朝倉市長 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

保健福祉部介護サービス課 

個人情報ファイルの利用目的 
65歳以上の高齢者に、要介護状態になる前の高齢者の

リスクや日常生活の状況を調査するため 

記録項目 

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５行政

区コード、６個人番号、７介護保険被保険者番号、８

病歴、９心身の機能の障害、10家庭状況、11生活状況、

12介護状況、13送付先情報  

記録範囲 65歳以上の高齢者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）朝倉市保健福祉部介護サービス課 

（所在地）〒838-8601 

     朝倉市菩提寺412-2  

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファ

イル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☑有 □無 

備   考  

 


